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令和４年度における国民健康保険税の改正について 
 

１ 趣旨 

令和３年１２月２４日付けで「令和４年度税制改正大綱」が定められ、その中に、国保税に

おける負担の公平性を図るため、「課税限度額の引上げ」が盛り込まれました。直近の改正で

は、令和２年度に「課税限度額の引上げ」の改正がありました。 

また、子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、未就学児分の均等割が軽減されます。 

今後、どちらも令和４年４月に地方税法及び地方税法施行令が施行される見込みです。安城

市としても、国が定める法定どおりの改正を行う予定です。 

   

 

２ 課税限度額の引上げについて 

課税限度額とは、１世帯（納税義務者）に課税される限度の金額（年間）のことです。 

（１）課税限度額の改正案 

区分 限度額引上げ前 限度額引上げ後 増加額 

医療分 ６３万円 ６５万円 ２万円 

後期分 １９万円 ２０万円 １万円 

介護分 １７万円 １７万円 変更なし 

合計 ９９万円 １０２万円 ３万円 

 

（２）改正による影響（令和４年度税額ベース）※R４.１.２０現在の国保加入世帯による試算 

区分 全世帯数 
限度額引上げ前 

超過世帯数（Ａ） 

（該当率） 

限度額引上げ後 

超過世帯数（Ｂ） 

（該当率） 

国保税課税額 

の増加額 

医療分 
１９，９１１ 

世帯 

２６８世帯 

（１.３４％） 

２５５世帯 

（１.２８％） 
約５１７万円 

後期分 
１９，９１１ 

世帯 

６４７世帯 

（３.２４％） 

５８２世帯 

（２.９２％） 
約６１３万円 

介護分 
９，６２８ 

世帯 

３４９世帯 

（３.６２％） 

３４９世帯 

（３.６２％） 
０万円 

計 約１，１３０万円 

    

（３）該当世帯の例 

（例）３人世帯の場合（介護分２人、所得１人） 

区分 
限度額に到達する所得（給与収入） 

限度額引上げ前 限度額引上げ後 

医療分 １，１３５.０万円（１，３３０万円） １，１７６.０万円（１，３７１万円） 

後期分 ６５７.４万円（８５２.７万円） ７００.０万円（９００.０万円） 

介護分 ５８７.３万円（７７４.８万円） ５８７.３万円（７７４.８万円） 

 

（例）４人世帯の場合（介護分２人、所得１人） 

区分 
限度額に到達する所得（給与収入） 

限度額引上げ前 限度額引上げ後 

医療分 １，０９２.４万円（１，２８７.４万円） １，１３３.４万円（１，３２８.４万円） 

後期分 ６１６.７万円（８０６.８万円） ６５８.７万円（８５４.１万円） 

介護分 ５８７.３万円（７７４.８万円） ５８７.３万円（７７４.８万円） 
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３ 未就学児分の均等割軽減について 

  令和４年度分以降の国民健康保険税から未就学児分の均等割を５割軽減するものです。 

 

 

（１）未就学児分の均等割軽減の改正案（令和４年度税額ベース） 

区分 改正前 改正後 減少額 

医療分 ２０，８００円 １０，４００円 １０，４００円 

後期分 ９，７００円 ４，８５０円 ４，８５０円 

介護分 介護分は４０歳から６４歳までの人なので対象外 

合計 ３０，５００円 １５，２５０円 １５，２５０円 

（軽減措置がかかる場合は、軽減措置後の均等割の５割が軽減されます） 

 

（２）改正による影響（令和４年度税額ベース）※R４.１.２０現在の国保加入世帯による試算 

区分 全世帯数 
該当世帯数 

（人数） 

国保税課税額 

の減少額 

医療分 
１９，９１１ 

世帯 

７２７世帯 

（９６５人） 
約６９３万円 

後期分 
１９，９１１ 

世帯 

７２７世帯 

（９６５人） 
約３０３万円 

介護分 － － － 

計 約９９６万円 

    

（３）該当世帯の例 

（例）４人世帯の場合の均等割（親２人、未就学児２人、所得３００万円） 

区分 改正前 改正後 減少額 

医療分 ８３，２００円 ６２，４００円 ２０，８００円 

後期分 ３８，８００円 ２９，１００円 ９，７００円 

介護分 － － － 

合計 １２２，０００円 ９１，５００円 ３０，５００円 

 

（例）４人世帯で７割軽減適用の場合の均等割（親２人、未就学児２人、所得４０万円） 

区分 改正前 改正後 減少額 

医療分 ２４，９６０円 １８，７２０円 ６，２４０円 

後期分 １１，６４０円 ８，７３０円 ２，９１０円 

介護分 － － － 

合計 ３６，６００円 ２７，４５０円 ９，１５０円 

 


